
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

¥151,773 ¥154,209 ¥156,804 ¥159,270 ¥161,643

¥176,195 ¥181,067 ¥186,257 ¥191,189 ¥195,935

¥200,618 ¥207,926 ¥215,711 ¥223,109 ¥230,228

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

¥104,523 ¥106,959 ¥109,554 ¥112,020 ¥114,393

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

¥83,223 ¥85,659 ¥88,254 ¥90,720 ¥93,093

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

¥60,723 ¥63,159 ¥65,754 ¥68,220 ¥73,593

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

¥58,023 ¥60,459 ¥63,054 ¥65,520 ¥67,893

※料金表の額につきましては、令和5年3月１日時点の表記です。

社会福祉法人晋栄福祉会
ナーシングホーム智鳥
特別養護老人ホーム

料金表

介護保険料　第4段階以上
（1カ月を30日として計算）

合計金額
（負担割合　1割）

合計金額
（負担割合　2割）

合計金額
（負担割合　3割）

居住費

食費

¥84,000

¥48,000

合計金額
（負担割合　1割）

居住費

食費

居住費

食費

合計金額
（負担割合　1割）

介護保険負担限度額認定
第3段階　①

¥39,300

¥9,000食費

¥24,600

介護保険負担限度額認定
第1段階

介護保険負担限度額認定
第3段階　②

居住費

食費

居住費

¥40,800

¥39,300

¥19,500

¥24,600

¥11,700

合計金額
（負担割合　1割）

介護保険負担限度額認定
第2段階

合計金額
（負担割合　1割）



利用者負担段階

第1段階

第2段階

第３段階①

第３段階②

第４段階

●介護保険自己負担分(料金表)の中には、各種加算が算定されています。個別で算定対象の方については別途加算を算定
します。　また、職員体制等により新たに加算を算定させていただく場合がございます。

・看護体制加算Ⅰ（6単位/1日）　・看護体制加算Ⅱ（13単位/1日）

・栄養ケアマネジメント強化加算（11単位/1日）

・日常生活継続支援加算（36単位/1日）　・個別機能訓練加算（１２単位/1日）

・精神科医療指導加算（5単位/1日）

・介護職員処遇改善加算Ⅰ（所定単位数の83/1000加算/1月）

・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ（所定単位数の27/1000加算/1月）

・ベースアップ等支援加算（所定単位数の16/1000加算/1月）

●居住費や食費は所得の状況によりいくつかの段階に分かれます。どの段階の所得状況に該当するかは最終的には市区町
村が決定します。

ご利用料金は、介護サービス費・居住費・食費の合計額が基本的な料金となります。

●居住費や食費については、市町村にて「介護保険負担限度額認定証」を申請をしていただくことになります。申請には年金
収入や預貯金等の情報が必要です。

＊上記に該当していない方（負担限度額認定証をお持ちでない方）

＊市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額、
非課税年金収入額（遺族年金、障害年金など）  と合計所
得金額の合計額が80万円以下の方

＊預貯金、有価証券等の金額の合計が650万円以下
（夫婦は合計1650万円以下）

＊市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額、
非課税年金収入額（遺族年金、障害年金など） と
合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方

＊預貯金、有価証券等の金額の合計が550万円以下
（夫婦は合計1550万円以下）

＊市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額、
非課税年金収入額（遺族年金、障害年金など）と
合計所得金額の合計額が120万円超の方

＊預貯金、有価証券等の金額の合計が500万円以下
（夫婦は合計1500万円以下）

対象者

所得などの条件 預貯金などの条件

＊生活保護受給者
＊市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者

＊預貯金、有価証券等の金額の合計が1000万円以下
（夫婦は合計2000万円以下）

●介護保険自己負担額は、介護保険制度の改定により変更された場合は、それに応じて変更することとなります。

●介護保険自己負担額には、所得に応じて月々の負担の上限が設定されています。

●医療費や理美容代などは別途ご負担いただくこととなります。


